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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接地部材が路面に接地した接地状態を検出する接地検出手段と、
　当該走行装置の倒立状態を維持するように駆動輪に回転トルクを付加する倒立制御を行
うと共に、当該走行装置を移動させるように前記駆動輪に回転トルクを付加する駆動制御
を行う制御手段と、を備える同軸二輪の走行装置であって、
　前記接地検出手段により前記接地部材の接地状態が検出されないとき、前記制御手段は
、前記倒立制御を実行し、
　前記接地検出手段により前記接地部材の接地状態が検出されたとき、前記制御手段は、
前記倒立制御及び駆動制御のうち、当該走行装置の傾斜を戻すために前記駆動輪に過度の
回転トルクが付加されるのを抑制するために前記倒立制御のみを停止する、ことを特徴と
する走行装置。
【請求項２】
　請求項１記載の走行装置であって、
　車両の制動開始を検出する制動検出手段を更に備え、
　前記制動検出手段により前記制動開始が検出され、かつ、前記接地検出手段により前記
接地部材の接地状態が検出されたとき、前記制御手段は、前記倒立制御を停止する、こと
を特徴とする走行装置。
【請求項３】
　請求項２記載の走行装置であって、
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　前記制動検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜センサを有し、
　前記制動検出手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度に基づいて
、前記車両の制動開始を検出する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の走行装置であって、
　前記制動検出手段は、制動を開始させるための制動スイッチを有し、
　前記制動検出手段は、前記制動スイッチからの出力信号に基づいて、前記車両の制動開
始を検出する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちいずれか１項記載の走行装置であって、
　前記接地検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜センサを有し、
　前記接地検出手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度が第１所定
角度となったときに、前記接地部材の接地状態を検出する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のうちいずれか１項記載の走行装置であって、
　前記接地検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜センサを有し、
　前記制御手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度に応じて、前記
倒立制御のゲイン値を変化させ、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項７】
　請求項６記載の走行装置であって、
　前記制御手段は、前記接地部材が路面に近付くに従って、前記倒立制御のゲイン値を減
少させ、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項８】
　請求項６又は７記載の走行装置であって、
　前記車両の傾斜角度に応じて前記倒立制御のゲイン値が変化しない不感帯幅が設定され
ており、
　前記制御手段は、当該走行装置の加減速度に応じて、前記不感帯幅を変化させる、こと
を特徴とする走行装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のうちいずれか１項記載の走行装置であって、
　前記制御手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度に応じて、車輪
駆動制御のゲイン値を変化させ、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の走行装置であって、
　前記制御手段は、前記接地部材が路面に近付くに従って、前記車輪駆動制御のゲイン値
を増加させ、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のうちいずれか１項記載の走行装置であって、
　前記接地検出手段は、前記接地部材に掛る荷重を検出する荷重検出センサを有し、
　前記接地検出手段は、前記荷重検出センサにより検出された前記接地部材の荷重に基づ
いて、前記接地部材の接地状態を検出する、ことを特徴とする走行装置。
【請求項１２】
　接地部材が路面に接地した接地状態を検出する接地検出工程と、
　走行装置の倒立状態を維持するように駆動輪に回転トルクを付加する倒立制御を行うと
共に、前記走行装置を移動させるように前記駆動輪に回転トルクを付加する駆動制御を行
う制御工程と、を含む同軸二輪の走行装置の制御方法であって、
　前記接地検出工程で前記接地部材の接地状態が検出されないとき、前記制御工程で、前
記倒立制御を実行し、
　前記接地検出工程で前記接地部材の接地状態が検出されたとき、前記制御工程で、前記
倒立制御及び駆動制御のうち、当該走行装置の傾斜を戻すために前記駆動輪に過度のトル
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クが付加されるのを抑制するために前記倒立制御のみを停止する、ことを特徴とする走行
装置の制御方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の走行装置の制御方法であって、
　車両の制動開始を検出する制動検出工程を更に含み、
　前記制動検出工程で前記制動開始が検出され、かつ、前記接地検出工程で前記接地部材
の接地状態が検出されたとき、前記制御工程において、前記倒立制御を停止する、ことを
特徴とする走行装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輪の駆動を制御して倒立制御を行う走行装置及びその制御方法に関し、特
に、より安定的な走行を行うことができる走行装置及びその制御方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車輪の駆動を制御して倒立制御を行う同軸二輪車が知られている（例えば、特許
文献１参照）。また、このような同軸二輪車においては、例えば、故障等によって倒立制
御が停止すると、その不安定さから乗降が困難になるなどの問題が生じている。この問題
を解決すべく、例えば、車両に補助輪等の接地部材を設けて、倒立制御が停止していると
きは接地部材を接地させ、当該車両の安定化を図るなどの対策が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３１５６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のように、車両に接地部材を設けた場合において、例えば、車両を
傾斜させることで車両の加減速を行うと、接地部材が地面に接触して、意図した加減速度
が得られない虞がある。また、例えば、接地部材が段差などに引っ掛かり、その状態で倒
立制御が継続された場合、車両の傾斜を戻すために車輪に過度のトルクが付加され、車輪
が急回転する虞がある。
【０００５】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、より安定的な走行
を行うことができる走行装置及びその制御方法を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明の一態様は、接地部材が路面に接地した接地状態を検
出する接地検出手段と、当該走行装置の倒立状態を維持するように駆動輪に回転トルクを
付加する倒立制御を行うと共に、当該走行装置を移動させるように前記駆動輪に回転トル
クを付加する駆動制御を行う制御手段と、を備える走行装置であって、前記接地検出手段
により前記接地部材の接地状態が検出されたとき、前記制御手段は、前記倒立制御及び駆
動制御のうち、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置である。この一態様
によれば、より安定的な走行を行うことができる。
【０００７】
　また、この一態様において、車両の制動開始を検出する制動検出手段を更に備え、前記
制動検出手段により前記制動開始が検出され、かつ、前記接地検出手段により前記接地部
材の接地状態が検出されたとき、前記制御手段は、前記倒立制御を停止してもよい。さら
に、この一態様において、前記制動検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜センサを
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有し、前記制動検出手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度に基づ
いて、前記車両の制動開始を検出してもよい。さらにまた、この一態様において、前記制
動検出手段は、制動を開始させるための制動スイッチを有し、前記制動検出手段は、前記
制動スイッチからの出力信号に基づいて、前記車両の制動開始を検出してもよい。なお、
この一態様において、前記接地検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜センサを有し
、前記接地検出手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度が第１所定
角度となったときに、前記接地部材の接地状態を検出してもよい。
【０００８】
　さらに、この一態様において、前記接地検出手段は、車両の傾斜角度を検出する傾斜セ
ンサを有し、前記制御手段は、前記傾斜センサにより検出された前記車両の傾斜角度に応
じて、前記倒立制御のゲイン値を変化させ、前記倒立制御を停止してもよい。さらにまた
、この一態様において、前記制御手段は、前記接地部材が路面に近付くに従って、前記倒
立制御のゲイン値を減少させ、前記倒立制御を停止してもよい。ここで、この一態様にお
いて、前記車両の傾斜角度に応じて前記倒立制御のゲイン値が変化しない不感帯幅が設定
されており、前記制御手段は、当該走行装置の加減速度に応じて、前記不感帯幅を変化さ
せてもよい。なお、この一態様において、前記制御手段は、前記傾斜センサにより検出さ
れた前記車両の傾斜角度に応じて、車輪駆動制御のゲイン値を変化させ、前記倒立制御を
停止してもよい。また、この一態様において、前記制御手段は、前記接地部材が路面に近
付くに従って、前記車輪駆動制御のゲイン値を増加させ、前記倒立制御を停止してもよい
。この一態様において、前記接地検出手段は、前記接地部材に掛る荷重を検出する荷重検
出センサを有し、前記接地検出手段は、前記荷重検出センサにより検出された前記接地部
材の荷重に基づいて、前記接地部材の接地状態を検出してもよい。
【０００９】
　他方、上記目的を達成するための本発明の一態様は、接地部材が路面に接地した接地状
態を検出する接地検出工程と、走行装置の倒立状態を維持するように駆動輪に回転トルク
を付加する倒立制御を行うと共に、前記走行装置を移動させるように前記駆動輪に回転ト
ルクを付加する駆動制御を行う制御工程と、を含む走行装置の制御方法であって、前記接
地検出工程で前記接地部材の接地状態が検出されたとき、前記制御工程で、前記倒立制御
及び駆動制御のうち、前記倒立制御を停止する、ことを特徴とする走行装置の制御方法で
あってもよい。この一態様において、車両の制動開始を検出する制動検出工程を更に含み
、前記制動検出工程で前記制動開始が検出され、かつ、前記接地検出工程で前記接地部材
の接地状態が検出されたとき、前記制御工程において、前記倒立制御を停止してもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、より安定的な走行を行うことができる走行装置及びその制御方法を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（ａ）本発明の第１実施形態に係る走行装置の構成を示す正面図である。（ｂ）
本発明の第１実施形態に係る走行装置の構成を示す側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る走行装置のシステム構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態に係る走行装置の制御装置の概略的なシステム構成の一例
を示すブロック図である。
【図４】（ａ）倒立制御の状態にある走行装置の一例を示す概略図である。（ｂ）倒立制
御の状態にある走行装置の一例を示す概略図である。（ｃ）補助輪が接地状態にある走行
装置の一例を示す概略図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る走行装置の制御処理フローの一例を示すフローチャ
ートである。
【図６】本発明の第２実施形態に係る走行装置の制御装置の概略的なシステム構成の一例
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を示すブロック図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る走行装置２０の制御処理フローの一例を示すフロー
チャートである。
【図８】倒立制御のゲイン値と傾斜角度との関係の一例を示す図である。
【図９】倒立制御のゲイン値と傾斜角度との関係の一例を示す図である。
【図１０】倒立制御のゲイン値と、傾斜角度との関係の一例を示す図である。
【図１１】倒立制御及び車輪駆動制御のゲイン値と、傾斜角度との関係の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１（ａ）は、本発明の
第１実施形態に係る走行装置の構成を示す正面図であり、図１（ｂ）は、本発明の第１実
施形態に係る走行装置の構成を示す側面図である。また、図２は、本発明の第１実施形態
に係る走行装置のシステム構成の一例を示すブロック図である。
【００１３】
　本発明の第１実施形態に係る走行装置１０は、例えば、立ち乗り型の同軸二輪車に適用
されているが、これに限らず、例えば、車椅子型の車両にも適用可能であり、倒立制御を
行う任意の車両に適用可能である。図１（ａ）、（ｂ）及び図２に示すように、走行装置
１０の構成は、上述の特許文献１に記載された構成と略同一の構成となっている。走行装
置１０は、車両本体１２と、駆動輪１３Ｌ，１３Ｒと、車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒ
と、操作レバー１５と、補助輪２７と、制御装置４６と、を備えている。
【００１４】
　操作レバー１５は、これを前後方向へ傾斜することによって、走行装置１０の前進又は
後退操作が実行され、ロール方向へ傾斜することによって、走行装置１０の旋回操作が実
行される操作部である。ここで、ロール軸は、車両本体１２の中心を通り、走行装置１０
の走行方向と平行をなす軸である。
【００１５】
　かかる操作レバー１５は、その下端部が操作レバーブラケット２４に固定されている。
また、操作レバー１５は、ハンドルポスト３５と、ハンドルポスト３５の上端部に設けら
れたハンドルレバー３６と、から構成されている。
【００１６】
　操作レバー１５の回動支持軸２５には、角度検出センサ３１が取り付けられている。角
度検出センサ３１としては、例えば、ポテンショメータやバリコン構造のセンサ等を適用
することができる。角度検出センサ３１は、搭乗者によって旋回したいと思う所望の方向
へ操作レバー１５が回動されたとき、その操作量及び操作方向を検出する。
【００１７】
　角度検出センサ３１は、検出した操作量及び操作方向に応じた操作信号を、制御装置４
６に対して供給する。そして、制御装置４６は、角度検出センサ３１からの操作信号に応
じて、一対の車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒの駆動を制御し、左右の駆動輪１３Ｌ，１
３Ｒに回転差を生じさせる。これにより、走行装置１０は、所望の車速度及び方向へ旋回
走行することができる。
【００１８】
　ハンドルレバー３６の一方の上端部には、一対の車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒの駆
動を制御して、走行装置１０の旋回動作を操作できる、旋回操作リング３７が取り付けら
れている。旋回操作リング３７は、手動操作によって走行装置１０の旋回動作を制御する
もので、旋回動作のためのアクセルリングをなすものである。
【００１９】
　旋回操作リング３７は、搭乗者により旋回したいと思う所望の方向へ回動操作されたと
き、その操作量及び操作方向を検出するポテンショメータ等を内蔵している。また、旋回
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操作リング３７は、ポテンショメータ等により検出された操作量及び操作方向に応じた操
作信号を、制御装置４６に対して供給する。
【００２０】
　制御装置４６は、旋回操作リング３７からの操作信号に応じて、一対の車輪駆動ユニッ
ト１４Ｌ，１４Ｒの駆動を制御し、左右の駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに回転差を生じさせる。
これにより、走行装置１０は、所望の車速度及び方向へ旋回走行することができる。
【００２１】
　左右の駆動輪１３Ｌ，１３Ｒには、各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの車輪速度を検出する車輪
速度センサ２０Ｌ，２０Ｒが、夫々配設されている。車輪速度センサ２０Ｌ，２０Ｒは、
検出した各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの車輪速度を、制御装置４６に対して供給する。
【００２２】
　ハンドルレバー３６の他方の上端部には、走行装置１０を減速停止させるための制動ス
イッチ３８が設けられている。制動スイッチ３８は、制御装置４６に制動制御を実行させ
るトリガとなる、制動制御開始信号を出力するスイッチである。なお、制動スイッチ３８
は、ハンドルレバー３６に設けられているが、これに限らず、任意の位置に設けることが
できる。
【００２３】
　搭乗者が制動スイッチ３８を押下するなどの、所定操作を行うと、制動スイッチ３８は
、制動制御開始信号を制御装置４６に対して供給する。制御装置４６は、制動スイッチ３
８からの制動制御開始信号に応じて、走行装置１０を減速停止させる制動制御の実行を開
始する。
【００２４】
　なお、制御装置４６は、制動スイッチ３８からの制動制御開始信号に応じて、制動制御
を実行すると共に、搭乗者の降車を補助する降車補助制御を実行してもよい。また、本実
施形態において、操作レバー１５、旋回操作リング３７、制動スイッチ３８等を操作する
ことで、走行装置１０の走行を操作する構成であるが、これに限らず、例えば、任意のＨ
ＭＩ（Human Machine Interface）装置を介して走行装置１０を操作する構成であっても
よい。
【００２５】
　車両本体１２は、操作レバー１５をロール方向へ回転自在に支持する。一対の駆動輪１
３Ｌ，１３Ｒは、車両本体１２の走行方向と直交する方向の両側において同軸上に配置さ
れると共に、当該車両本体１２に回転自在に支持されている。
【００２６】
　車両本体１２の上面には、操作レバー１５の左右両側に２つのステップ部１１Ｌ，１１
Ｒが設けられている。ステップ部１１Ｌ，１１Ｒは、搭乗者が片足ずつ乗せて搭乗するス
テップであり、人の足裏の大きさと同程度か少し大きく形成された一対の板体により構成
されている。
【００２７】
　各ステップ部１１Ｌ，１１Ｒには、ステップセンサ３９Ｌ，３９Ｒが設けられている。
各ステップセンサ３９Ｌ，３９Ｒは、例えば重量センサにより構成され、各ステップ部１
１Ｌ，１１Ｒに搭乗者の足が乗っているか否かを検出する。そして、ステップセンサ３９
Ｌ，３９Ｒは、ステップ部１１Ｌ，１１Ｒに足が乗っている場合に、足検知信号を制御装
置４６に対して供給する。
【００２８】
　車両本体１２は、特許文献１に記載されている平行リンク構造を有する。車両本体１２
は、相互に平行を成して上下配置された車体上部材１６及び車体下部材１７と、相互に平
行を成して左右配置されると共に、車体上部材１６及び車体下部材１７と回動可能に連結
された一対の側面部材１８Ｌ，１８Ｒと、を有する平行リンク機構として構成されている
。
【００２９】
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　車両本体１２の後部には、接地して走行装置１０を安定化させるための補助輪２７等の
接地部材が設けられている。なお、車両本体１２には、１つの補助輪２７が設けられてい
るが、これに限らず、複数の補助輪２７が設けられていてもよい。また、補助輪２７は、
車両本体１２の後部に設けられているが、これに限らず、例えば、車両本体１２の前部、
若しくは前部および後部に設けられていてもよく、任意の位置に設けることが可能である
。さらに、補助輪２７は、車両本体１２に対して固定されているが、これに限らず、車両
本体１２に対して可動する構成であってもよい。さらにまた、接地部材として、補助輪２
７が用いられているが、これに限らず、接地して走行装置１０を安定させることができれ
ば任意の部材を用いることができる。
【００３０】
　平行リンク機構の車体上部材１６と車体下部材１７との間には、車体上部材１６及び車
体下部材１７と、一対の側面部材１８Ｌ，１８Ｒとが成す角度を夫々直角に維持するよう
なバネ力を発生する、一対のコイルばね１９Ｌ，１９Ｒが介在されている。
【００３１】
　一対の側面部材１８Ｌ，１８Ｒの各外面には、車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒが夫々
取り付けられている。車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒは、一対の駆動輪１３Ｌ，１３Ｒ
を独立して回転駆動することができる。各車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒは、例えば、
車輪駆動モータ１４１Ｌ，１４１Ｒと、その車輪駆動モータ１４１Ｌ，１４１Ｒの回転軸
に動力伝達可能に連結された減速ギア１４２Ｌ，１４２Ｒと、によって構成することがで
きる。
【００３２】
　操作レバー１５の基部である操作レバーブラケット２４の上面には、一対の車輪駆動ユ
ニット１４Ｌ，１４Ｒ、制御装置４６、その他の電子機器、等に対して、電力を供給する
電源４０の一具体例を示すバッテリー４０が設けられている。バッテリー４０は、電源カ
バー４１によって覆われている。
【００３３】
　車体上部材１６の筐体部には、一対の車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒ等を駆動する駆
動回路４４Ｌ，４４Ｒが内蔵されている。また、車体下部材１７には、車両本体１２又は
操作レバー１５の傾斜角度θを検出する傾斜センサ４５と、一対の車輪駆動ユニット１４
Ｌ，１４Ｒを駆動制御するための制御信号を出力する制御装置４６と、が設けられている
。
【００３４】
　制御装置４６は、旋回操作リング３７からの操作信号、傾斜センサ４５からの傾斜角度
θ、角度検出センサ３１からの操作信号、制動スイッチ３８からの制動制御開始信号、ス
テップセンサ３９から足検出信号、等に基づいて所定の演算処理を実行し、必要な制御信
号を、一対の車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒに対して出力する。
【００３５】
　図２に示すように、制御装置４６は、例えば、マイクロコンピュータ（ＣＰＵ）を有す
る演算回路４７と、プログラムメモリ、データメモリ、その他のＲＡＭ、ＲＯＭ等を有す
る記憶装置４８と、を有している。
【００３６】
　制御装置４６には、バッテリー４０と一対の駆動回路４４Ｌ，４４Ｒとが接続されてい
る。また、バッテリー４０には、一対の駆動回路４４Ｌ，４４Ｒが接続されている。一対
の駆動回路４４Ｌ，４４Ｒは、一対の駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの回転速度や回転方向等を独
立して制御するもので、これら駆動回路４４Ｌ，４４Ｒには、一対の車輪駆動ユニット１
４Ｌ，１４Ｒが個別に接続されている。
【００３７】
　傾斜センサ４５は、例えば、走行装置１０の走行時における車両本体１２又は操作レバ
ー１５の傾斜角度θ（ピッチ角度）を検出することができる。また、傾斜センサ４５は、
例えば、ジャイロセンサ、加速度センサ等により構成されている。例えば、操作レバー１
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５を前方または後方に傾斜させると、車両本体１２のステップ部１１Ｌ，１１Ｒが同方向
へ傾斜することになるが、この傾斜センサ４５は、かかる傾斜に対応した傾斜角度θを検
出することができる。そして、制御装置４６は、傾斜センサ４５により検出された車両本
体１２又は操作レバー１５の傾斜角度θに基づいて、車両本体１２又は操作レバー１５の
傾斜方向へ走行装置１０が移動するように、車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒを駆動制御
する。
【００３８】
　図３は、第１実施形態に係る走行装置の制御装置の概略的なシステム構成の一例を示す
ブロック図である。制御装置４６は、接地検出部４６ａと、倒立制御部４６ｂと、を有し
ている。
【００３９】
　接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第１所定角度θａになったと
き、補助輪２７が路面Ｅに接触した接地状態を検出する。ここで、第１所定角度θａには
、例えば、補助輪２７が路面Ｅに接触したときの車両本体１２又は操作レバー１５の傾斜
角度が予め計測され、設定されている（図４（ｃ））。接地検出部４６ａは、補助輪２７
の接地状態を検出すると、検出信号を倒立制御部４６ｂに対して出力する。一方で、接地
検出部４６ａは、補助輪２７の接地状態（傾斜角度θ＝θａ）から、再び、傾斜角度θが
第２所定角度θｂ以下（θ≦θｂ＜θａ）となり、補助輪２７が路面Ｅに接触しない非接
地状態を検出すると、不検出信号を倒立制御部４６ｂに対して出力する。
【００４０】
　なお、接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θに基づいて、補助輪２７
の接地状態を検出しているが、これに限らず、補助輪２７の接地状態を適切に検出できれ
ば任意のセンサ及び方法を用いることができる。例えば、補助輪２７に設けられた圧電セ
ンサ等の荷重センサにより検出された荷重値に基づいて、補助輪２７の接地状態を検出し
てもよく、レーザセンサ等の距離センサにより検出された路面Ｅの距離に基づいて、補助
輪２７の接地状態を検出してもよい。また、上記センサを任意に組み合わせて、補助輪２
７の接地状態を検出してもよい。
【００４１】
　倒立制御部（制御手段）４６ｂは、駆動輪１３Ｌ,１３Ｒを制御して、走行装置１０の
倒立状態を維持するための倒立制御を行う（図４（ａ））。倒立制御部４６ｂは、例えば
、走行装置１０の駆動輪１３Ｌ,１３Ｒが路面Ｅに対して接地する接地点から垂直方向に
伸び、車軸を通る直線Ｌと、走行装置１０の重心位置と車軸とを結ぶ直線と、が成す傾斜
角度θが、目標傾斜角度θ０（例えば、θ０＝０°）となるように、各駆動輪１３Ｌ,１
３Ｒの回転駆動を制御する（図４（ｂ））。なお、図４（ａ）乃至（ｃ）において、例え
ば、車両本体１２が水平状態となるときを傾斜角度０°とし、時計方向を正方向とする。
【００４２】
　具体的には、倒立制御部４６ｂは、まず、傾斜センサ４５により検出された車両本体１
２の傾斜角度θに、倒立制御のゲイン値Ｇを乗算して、各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの回転ト
ルクＴ（Ｔ＝θ×Ｇ）を算出する。そして、倒立制御部４６ｂは、算出した回転トルクＴ
が各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに生じるように、各車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒを、駆動
回路４４Ｌ，４４Ｒを介して夫々制御する。これにより、倒立制御部４６ｂは、車両本体
１２が傾斜している方向へ、各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒを回動させ、走行装置１０の重心位
置を、駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの車軸を通る直線Ｌ上へ戻すような倒立制御を行うことがで
きる。
【００４３】
　倒立制御部４６ｂは、上述の如く、各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに対して適切な回転トルク
Ｔを夫々付加することで、直線Ｌに対して成す傾斜角度θがある一定値を超えないような
倒立状態を維持する倒立制御を行う。さらに、倒立制御部４６ｂは、上記倒立制御の回転
トルクＴに加えて、角度検出センサ３１、旋回操作リング３７からの操作信号や、傾斜セ
ンサ４５からの傾斜角度θに応じて、前進、後進、減速、加速、右折、左折、左旋回、右
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旋回等の車輪駆動制御を行うための回転トルクを、各駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに対して付加
する。なお、倒立制御部４６ｂは、上記駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに対する回転トルク制御を
、例えば、状態フィードバック制御、ロバスト制御等の周知の制御方法を用いて行っても
よい。
【００４４】
　ところで、従来の走行装置において、例えば、車両本体を傾斜させ、車両の加減速を行
ったとき、補助輪等の接地部材が地面などに接触して、意図した加減速度が得られない虞
がある。また、接地部材が段差などに引っ掛かり、その状態で倒立制御が継続された場合
、車両本体の傾斜を戻すために駆動輪に過度の回転トルクが付加され、駆動輪が急回転す
る虞がある。そこで、本実施形態に係る走行装置１０において、倒立制御部４６ｂは、接
地検出部４６ａから検出信号を受信し、補助輪２７が路面Ｅに接触し、接地状態にあると
判断すると、上記倒立制御のみを停止する。これにより、走行装置１０は、より安定的な
走行を行うことができる。
【００４５】
　図５は、本発明の第１実施形態に係る走行装置の制御処理フローの一例を示すフローチ
ャートである。なお、図５及び後述の図６に示す制御処理は、例えば、所定時間毎に繰り
返し実行される。
【００４６】
　例えば、制御装置４６の倒立制御部４６ｂは、傾斜センサ４５により検出された車両本
体１２又は操作レバー１５の傾斜角度θに基づいて、車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒを
駆動制御して、車両本体１２又は操作レバー１５の傾斜方向へ走行装置１０が移動させつ
つ、倒立制御を実行する。（ステップＳ１０１）。また、接地検出部４６ａは、傾斜セン
サ４５からの傾斜角度θが第１所定角度θａ（θ＝θａ）になる、補助輪２７の接地状態
を検出する（ステップＳ１０２）。
【００４７】
　接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第１所定角度θａになり、補
助輪２７の接地状態を検出すると（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、検出信号を倒立制御部
４６ｂに対して出力する。そして、倒立制御部４６ｂは、接地検出部４６ａから検出信号
を受信すると、倒立制御のみを停止し（ステップＳ１０３）、下記（ステップＳ１０４）
に移行する。
【００４８】
　次に、接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第２所定角度θｂ以下
（θ≦θｂ）となる、補助輪２７の非接地状態を検出する（ステップＳ１０４）。接地検
出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが所定角度θｂ以下となる、補助輪２７
の非接地状態を検出すると（ステップＳ１０４のＹＥＳ）、倒立制御を再度開始し（ステ
ップＳ１０５）、本制御処理を終了する。一方、接地検出部４６ａは、補助輪２７の非接
地状態を検出しないとき（ステップＳ１０４のＮＯ）、本制御処理を終了する。
【００４９】
　以上、第１実施形態に係る走行装置１０において、倒立制御部４６ｂは、接地検出部４
６ａから検出信号を受信し、補助輪２７が路面Ｅに接触し、接地状態にあると判断したと
き、上記倒立制御のみを停止する。これにより、補助輪２７が接地状態にあるとき、不要
な倒立制御を確実に停止させることで、走行装置１０をより安定的に走行させることがで
きる。
【００５０】
（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態に係る走行装置１０の制御装置５６は、第１実施形態に係る走行
装置１０の制御装置４６の構成に加えて、搭乗者の制動意思である制動開始トリガを検出
する制動検出部４６ｃを更に備えている（図６）。
【００５１】
　制動検出部４６ｃは、例えば、制動スイッチ３８からの制動制御開始信号を受信するこ
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とで、制動開始トリガを検出することができる。制動検出部４６ｃは、制動開始を検出す
ると、倒立制御部４６ｂに対して制動指示信号を出力する。倒立制御部４６ｂは、制動検
出部４６ｃから制動指示信号を受信し、かつ、接地検出部４６ａから検出信号を受信した
とき、上記倒立制御のみを停止する。なお、制動検出部４６ｃは、制動スイッチ３８から
の制動制御開始信号に基づいて、制動開始を検出しているが、これに限らず、例えば、傾
斜センサ４５により検出された車両本体１２の傾斜角度θに基づいて、制動開始を検出し
てもよく、任意のセンサ、及び方法を用いて検出してもよい。
【００５２】
　第２実施形態に係る走行装置２０において、他の構成は第１実施形態に係る走行装置１
０と略同一である。したがって、同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
【００５３】
　図７は、本発明の第２実施形態に係る走行装置２０の制御処理フローの一例を示すフロ
ーチャートである。例えば、制御装置５６の倒立制御部４６ｂは、傾斜センサ４５により
検出された車両本体１２又は操作レバー１５の傾斜角度θに基づいて、車輪駆動ユニット
１４Ｌ，１４Ｒを駆動制御して、車両本体１２又は操作レバー１５の傾斜方向へ走行装置
２０を移動させつつ、倒立制御を実行する。（ステップＳ２０１）。
【００５４】
　次に、制動検出部４６ｃは、制動スイッチ３８からの制動制御開始信号を受信し、走行
装置２０の制動開始を検出すると（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、接地検出部４６ａは、
傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第１所定角度θａ（θ＝θａ）になる、補助輪２７の
接地状態を検出する（ステップＳ２０３）。
【００５５】
　接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第１所定角度θａになり、補
助輪２７の接地状態を検出すると（ステップＳ２０３のＹＥＳ）、検出信号を倒立制御部
４６ｂに対して出力する。そして、倒立制御部４６ｂは、接地検出部４６ａから検出信号
を受信すると、倒立制御のみを停止し（ステップＳ２０４）、下記（ステップＳ２０５）
に移行する。このとき、倒立制御部４６ｂは、例えば、制動制御開始信号に基づいて走行
装置１０の目標速度を０に設定し、その目標速度に応じた回転トルクが駆動輪１３Ｌ，１
３Ｒに付加されるように、車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒを制御する。したがって、例
えば、走行装置１０が傾斜路面を走行している場合でも、上記目標速度＝０（停止状態）
となるように駆動輪１３Ｌ，１３Ｒに回転トルクが付加されるため、走行装置１０を斜面
上で安定的に停止させることができる。
【００５６】
　次に、接地検出部４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが第２所定角度θｂ（θ
≦θｂ）となる、補助輪２７の非接地状態を検出する（ステップＳ２０５）。接地検出部
４６ａは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが所定角度θｂ以下となる、補助輪２７の非
接地状態を検出すると（ステップＳ２０５のＹＥＳ）、倒立制御を再度開始し（ステップ
Ｓ２０６）、本制御処理を終了する。一方、接地検出部４６ａは、補助輪２７の非接地状
態を検出しないとき（ステップＳ２０５のＮＯ）、本制御処理を終了する。
【００５７】
　以上、第２実施形態に係る走行装置２０において、制御装置５６の倒立制御部４６ｂは
、制動検出部４６ｃから制動指示信号を受信し、かつ、接地検出部４６ａから検出信号を
受信したとき、倒立制御のみを停止する。これにより、制動状態でかつ補助輪２７が接地
状態にあるとき、不要な倒立制御を確実に停止させることで、走行装置１０をより安定的
に走行させ、停車させることができる。

【００５８】
（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態に係る走行装置１０、２０において、制御装置４６、５６の倒立
制御部４６ｂは、傾斜センサ４５により検出された車両本体１２の傾斜角度θに応じて、
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倒立制御のゲイン値Ｇを減少させ、倒立制御を停止してもよい。倒立制御部４６ｂは、例
えば、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが漸増し、補助輪２７が路面Ｅに近付くに従って
、倒立制御のゲイン値Ｇを減少させてもよい（図８）。
【００５９】
　例えば、図８に示すように、０≦傾斜角度θ≦θ１のときは、ゲイン値Ｇは通常のゲイ
ン値Ｇ１で一定（Ｇ＝Ｇ１）となり、θ１≦傾斜角度θ≦θ２のときは、ゲイン値Ｇは一
定の比例定数α（α＜０）で漸減し（Ｇ＝α・θ）、θ２≦傾斜角度θ＜θａのときは、
ゲイン値Ｇは微小値Ｇ２で一定（Ｇ＝Ｇ２）となる。このように、ゲイン値Ｇは、傾斜角
度θが増加するに従って、段階的に（所定ステップで）減少してもよい。
【００６０】
　倒立制御部４６ｂは、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが所定角度θａとなり、補助輪
２７が接地したと判断したとき、倒立制御のゲイン値Ｇを０にして、倒立制御を停止する
。これにより、補助輪２７を接地させる際の補助輪２７と路面Ｅとの間に生じる所謂チャ
タリングを抑制し、補助輪２７をより安定的に接地させることができる。したがって、走
行装置１０の安定性及び快適性がより向上する。
【００６１】
　第３実施形態に係る走行装置１０、２０において、他の構成は上記第１及び第２実施形
態に係る走行装置１０、２０と略同一である。したがって、同一部分には同一符号を付し
て詳細な説明は省略する。
【００６２】
　また、上記第３実施形態において、倒立制御部４６ｂは、傾斜角度θが増加するに従っ
て、ゲイン値Ｇを段階的に減少させているが、これに限らず、例えば、ゲイン値Ｇをリニ
アに減少させてもよく（図９）、また、傾斜角度θ＝θａなったときにゲイン値Ｇを直ち
に０に減少させてもよく、任意の減少方法を用いることができる。
【００６３】
　さらに、上記第３実施形態において、不感帯Ｇ＝Ｇ２となるθ２≦傾斜角度θ＜θａの
不感帯幅を駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの加減速度に応じて、変化させてもよい。例えば、駆動
輪１３Ｌ，１３Ｒの加速時において、θ２≦傾斜角度θ＜θａの不感帯幅をより大きくし
、一方で、駆動輪１３Ｌ，１３Ｒの減速時において、θ２≦傾斜角度θ＜θａの不感帯幅
をより小さくしてもよい（図１０）。これにより、上記チャタリングをより効果的に抑制
し、補助輪２７をより安定的に接地させることができる。
【００６４】
　さらにまた、上記第３実施形態において、倒立制御部４６ｂは、傾斜センサ４５により
検出された傾斜角度θに応じて、倒立制御のゲイン値Ｇ（実線）を減少させつつ、駆動輪
１３Ｌ，１３Ｒを駆動制御（移動制御）するためのゲイン値Ｇ'（一点鎖線）を増加させ
てもよい（図１１）。
【００６５】
　倒立制御部４６ｂは、例えば、傾斜センサ４５からの傾斜角度θが漸増し、補助輪２７
が路面Ｅに近付くに従って、倒立制御のゲイン値Ｇを減少させつつ、車輪駆動制御のゲイ
ン値Ｇ'を増加させる。これは、通常の走行時において、走行装置１０、２０の転倒を確
実に防止するために、倒立制御は、車輪駆動制御よりもより優先度が高くなる。したがっ
て、倒立制御のゲイン値Ｇは、車輪駆動制御のゲイン値Ｇ'と比較して、より高く設定さ
れる。一方で、本実施形態のように倒立制御を停止させる際は、逆に、車輪駆動制御は倒
立制御よりも優先度が高くなる。したがって、上述のように、倒立制御のゲイン値Ｇを減
少させつつ、車輪駆動制御のゲイン値Ｇ'を増加させることで、より適切な制御を行うこ
とができる。
【００６６】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。例えば、上記第１乃至第３実施形態において、制御装置４６
、５６は、当該装置４６、５６や車輪駆動ユニット１４Ｌ，１４Ｒなどの倒立制御に大き
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な影響を与える機器に対する故障を検出したとき、上記倒立制御の停止を行うと共に、搭
乗者の降車を補助する降車補助制御を実行してもよい。制御装置４６、５６は、この降車
補助制御を実行すると、例えば、走行装置１０、２０を一定時間、加速させることで、車
両本体１２を強制的に後方へ傾斜させる。これにより、補助輪２７が接地し、倒立制御部
４６ｂは上記制御処理を実行して倒立制御を停止することで、走行装置１０の安定性より
向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、例えば、同軸二輪車、車椅子型の車両等の、倒立制御を実行しつつ走行する
走行装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００６８】
　　１０　　走行装置
　　１１Ｌ，１１Ｒ　　ステップ部
　　１２　　車両本体
　　１３Ｌ，１３Ｒ　　駆動輪
　　１４Ｌ，１４Ｒ　　車輪駆動ユニット
　　１５　　操作レバー
　　２７　　補助輪
　　３１　　角度検出センサ
　　３８　　制動スイッチ
　　４５　　傾斜センサ
　　４６，５６　　制御装置
　　４６ａ　接地検出部
　　４６ｂ　倒立制御部
　　４６ｃ　制動検出部



(13) JP 5321637 B2 2013.10.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 5321637 B2 2013.10.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 5321637 B2 2013.10.23

【図９】

【図１０】

【図１１】



(16) JP 5321637 B2 2013.10.23

10

フロントページの続き

    審査官  増沢　誠一

(56)参考文献  特開２００５－１４５２９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２３７７５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０６２６８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００１３８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６２Ｋ　　１７／００　　　　
              Ｂ６２Ｋ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

